
子ども家庭支援における市町村の役割について

・相談支援

（H16 児童福祉法改正で規定）

・一義的な子ども家庭相談の窓口

・児童虐待への対応

・支援のためのネットワークの構築

・虐待の発生予防、未然防止

・要保護児童対策地域協議会

児童福祉法第25条の２に規定
H16年法改正で法定化
H19年法改正で設置の努力義務化

・子育て世帯に対する包括的な支援

（R4 改正児童福祉法において、実施体制を強化）

・児童虐待通告の通告先として位置づけ
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【こども家庭庁資料から抜粋】
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市町村子ども家庭支援は
個別支援と地域づくりが両輪

集団

・ペアレントトレー
　ニング
・NPプログラム
・BPプログラム
・地域子育て支援拠点
　　　　　　　　など

個別支援から地域の共通課題を
見つけ、地域全体の予防的支援へ！

予防的支援の充実やネットワーク構築が進む
と、個別支援が展開しやすくなる

個別

・産前産後サポート
・産後ケア
・訪問家事支援
・ファミリーサポート
　センター事業
・一時預かり
・子育て短期支援
　　　　　　　　など

介入

予防

予防

個別支援の積み重ね

地域の共通課題の発見
（あぶり出し）

必要な支援サービスの
開拓、創設、工夫

個別支援への還元
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ハイリスク
アプローチ

ポ ピ ュ レ ー シ ョ ン ア プ ロ ー チ
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死亡・生命の危機（最重度）

分離保護（重度）
在宅支援

（中～軽度）

集中的虐待発生予防、早期発見・早期対応

（虐待ハイリスク）

自立的な養育が可能
（虐待ローリスク）

きょうだいへの養育支援、
分離保護後の親子への支援

親子再統合の見極めと支援
保護者の抱える問題を改善する支援
子どもの情緒行動問題への支援
きょうだいの養育支援

養育方法の改善等による育児負担軽減
保護者の抱える問題を改善する支援
親子関係改善に向けた支援
子どもの情緒行動問題への支援
必要に応じた分離保護

養育方法の改善等による育児負担軽減
保護者の抱える問題を改善する支援
親子関係改善に向けた支援

子育て資源等の情報提供
子育てに関する啓発
地域での子育て支援
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【参考】虐待のリスクの考え方
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